
化学物質環境対策小委員会における審議状況 

 

１．経緯 

 ○平成１８年１１月２４日 環境大臣から中央環境審議会会長へ諮問 

「今後の化学物質環境対策の在り方について」 

  同日付で環境保健部会へ付議 

 

 ○平成１８年１２月６日 第１６回中央環境審議会環境保健部会 

  上記について調査審議を行うため、環境保健部会に化学物質環境対策小委員会を

設置 

 

 ○平成１８年１２月２６日 第１回化学物質環境対策小委員会 

  （議事）１．今後の化学物質環境対策の在り方について（自由討議）【別添１】 

      ２．当面の進め方について（以下を決定） 

       ・当面、化学物質排出把握管理促進法の見直しについて審議 

       ・当該審議は、産業構造審議会と合同で行う 

       ・平成１９年夏頃を目途に中間とりまとめを行う 

       ・中間とりまとめ以降のスケジュールは、今後の小委員会における審

議を踏まえて決定 

 

 ○平成１９年２月９日 中環審化学物質環境対策小委員会（第２回）、産構審化学

物質管理制度検討ワーキンググループ（第１回）合同会合（第１回） 

  （議事）「化学物質排出把握管理促進法の見直しについて」 

       １．法施行の状況とその評価（自由討議） 

       ２．合同会合の検討課題及び検討スケジュール【別添２】 

         第１回小委員会における決定に加え、以下を決定 

        ・PRTR 制度、MSDS 制度等、法律を構成する要素毎に、逐次、施

行状況の評価、課題の整理、措置の検討を行う 

        ・６～７回の合同会合を開催し、中間とりまとめを行う 

        ・幅広く関係者の意見を聴取し、議論に反映する 

 

２．今後の予定 

○平成１９年３月１３日 中環審化学物質環境対策小委員会（第３回）、産構審化

学物質管理制度検討ワーキンググループ（第２回）合同会合（第２回）     



 

中央環境審議会環境保健部会化学物質環境対策小委員会 

委員名簿 

 

                              ○：小委員長 

委員  ○佐藤 洋   国立大学法人東北大学大学院医学系研究科環境保健医学

分野教授 

   大塚 直    早稲田大学法学部教授  

臨時委員 上路 雅子  独立行政法人農業環境技術研究所理事 

内山 巌雄  国立大学法人京都大学大学院工学研究科都市環境工学専

攻教授 

北野 大   明治大学理工学部応用化学科大学院理工学研究科応用化

学専攻教授  

篠原 善之  社団法人日本化学工業協会環境安全委員会委員長（三井

化学株式会社専務取締役） 

白石 寛明  独立行政法人国立環境研究所環境リスク研究センター長  

中杉 修身  上智大学大学院地球環境研究科教授 

新美 育文  明治大学法科大学院教授 

森田 昌敏  国立大学法人愛媛大学農学部生物資源学科教授 

吉岡 義正  国立大学法人大分大学教育福祉科学部教授 

専門委員 有田 芳子  主婦連合会環境部長 

織  朱實  関東学院大学法学部助教授 

亀屋 隆志  国立大学法人横浜国立大学大学院環境情報研究院助教授 

小出 重幸   読売新聞東京本社編集委員 

酒井 幹彦  名古屋市環境局公害対策部主幹 

城内 博   日本大学大学院理工学研究科医療・福祉工学専攻教授 

高野 明   社団法人日本自動車工業会環境委員会副委員長（本田技

研工業株式会社常務取締役） 

中地 重晴   特定非営利活動法人有害化学物質削減ネットワーク理事

長 

林  真   国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター

変異遺伝部長 

増沢 陽子  鳥取環境大学環境情報学部環境政策学科助教授 

宮坂 光信  化成品工業協会技術委員長（大日本インキ化学工業株式

会社執行役員） 



産業構造審議会 化学・バイオ部会 化学物質政策基本問題小委員会 
化学物質管理制度検討ワーキンググループ 委員名簿 

 
（敬称略：５０音順） 
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本製鐵株式会社代表取締役副社長） 

高 野 明    社団法人日本自動車工業会環境委員会副委員長（本田技研工業株
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辰 巳  菊 子    社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会常任理

事環境委員会委員長 
辻 正 敎    社団法人日本電機工業会環境政策委員会委員長（富士電機ホール

ディングス株式会社取締役エグゼクティブオフィサー） 
中 西 準 子   独立行政法人産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センタ

ー長 
 林  真    国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター変異遺伝

部長 

保 坂 幸 尚  東京都環境局環境改善部有害化学物質対策課長 
御園生 誠   独立行政法人製品評価技術基盤機構理事長 
宮 坂  光 信  化成品工業協会技術委員長（大日本インキ化学工業株式会社執行

役員） 

(座長) 
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平成１９年２月９日 

 

「今後の化学物質環境対策の在り方について」（諮問）に係る論点 

中央環境審議会環境保健部会化学物質環境対策小委員会における意見の整理 

 

 

 中央環境審議会環境保健部会に設置された化学物質環境対策小委員会（小委員

長：佐藤洋東北大学大学院教授）は、平成１８年１１月２４日付け若林正俊環境大

臣から中央環境審議会に対して行われた「今後の化学物質環境対策の在り方につい

て」（諮問）について、平成１８年１２月２６日に第１回目の審議を行った。 

本諮問は、第三次環境基本計画（平成１８年４月７日閣議決定）の重点分野政策

プログラムの一つである「化学物質の環境リスクの低減」に向けた取組を踏まえ、

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成

１１年法律第８６号）及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和４

８年法律第１１７号）の次期見直し等において、第三次環境基本計画に示された４

つの重点的取組事項（①科学的な環境リスク評価の推進、②効果的・効率的なリス

ク管理の推進、③リスクコミュニケーションの推進、④国際的な協調の下での国際

的責務の履行と積極的対応）に沿った施策をより具体化し、強力に展開するとの観

点から行われている。 

このため、第１回化学物質環境対策小委員会における各委員からの意見を、全体

に共通する事項及び個別の重点的取組事項に関するものに分けて以下のとおり整

理1した。 
 

Ⅰ．全体に共通する事項 

 

＜環境基本計画における記述＞ 

２ 中長期的な目標 

以上のような背景を踏まえ、2025 年頃の社会において以下の事項が達成されるこ

とを目標として、各種の取組を進めていきます。 

○化学物質の環境リスクの最小化が図られていることが確認できるよう、主要な物質

の有害性・ばく露に関する必要な知見が、秘密情報に留意しつつ、化学物質のライ

フサイクルを通じてできる限り共有され、その情報に基づいて科学的な手法で環境

リスクが評価されていること。 

                                                  
1 審議は多岐に亘ったが、ここでは上記諮問の趣旨に沿ったものについて整理を行った。 

  別添１ 
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○深刻な影響又は不可逆的な影響が懸念される問題については、完全な科学的確実性

が欠如していることを環境悪化を防止するための費用対効果の大きい対策を延期

する理由とせず、必要に応じて機動的に対応し、迅速にリスク評価を実施し、その

結果が適切に対策に反映されていること。 

○消費者、事業者、民間団体、行政等の様々な主体が、化学物質の環境リスクについ

ての理解と相互の信頼を深め、自らの役割を自覚しながら、リスク低減のための行

動を取っていること。 

○化学物質管理に関する国際協調が進み、事業者の技術開発インセンティブがさらに

高まっていること。また、我が国が化学物質の安全性の確保のための国際的な取組

に多大な貢献を行っていること。 

 

３ 施策の基本的方向 

上記の中長期的な目標の達成に向け、以下に示す基本的な方向に沿って対策を進め

ていきます。 

（１）環境リスク低減対策の基礎として、科学的な環境リスク評価を進めます。この

ため、我が国独自のデータを取得することを含め、化学物質の有害性に関するデ

ータの収集、化学物質の製造量、用途、排出量、排出経路、廃棄方法等の基礎情

報の整備、環境残留状況の把握等に積極的に取り組みます。これらの情報を、製

造事業者、ユーザー企業、消費者、廃棄物処理事業者等の関係者でできる限り共

有します。その際、新しくより安全な代替製品及び工程の開発の革新を推進する

ため、商業的、産業的な秘密の情報や知識を国の法令等に基づき保護します。し

かしながら人の健康と安全及び環境に関する情報は、秘密とはみなされないこと

に留意します。産学官の研究機関と連携し、研究者の育成を図りつつ、リスク評

価、新たなリスク発見のための手法の開発を進めます。 

 

（２）科学的なリスク評価、化学物質が国民生活に与える利益及び予防的取組方法の

考え方を考慮した上で、化学物質のライフサイクルにわたる環境リスクを最小化

し、人の健康及び生態系への被害を未然防止するための取組を進めます。重大な

環境リスクが見逃されることのないよう、国内外の新たな知見ないし情報に常に

注意を払いながら、多様な問題に応じた様々な対策手法を組み合わせた取組を推

進します。総合的な観点から、関係省庁の緊密な連携の下、地方公共団体や事業

者、民間団体等と協力し、化学物質管理を推進します。過去の汚染の蓄積等の負

の遺産の適正処理を進めます。 

 

（３）消費者、事業者、民間団体、行政等の様々な主体が、各々の活動を通じて環境
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リスクが低減した社会を協力しながら作り上げていくことが可能となるよう、環

境リスクの現状やリスク管理の取組についての理解を関係者が共有し、信頼関係

を高め、関係者が自ら環境リスクに関する判断をするための基盤を整備します。

リスク評価・管理の各段階で情報公開を進め、環境教育、人材育成の取組を進め

ます。 

 

（４）平成18 年に合意された国際的な化学物質管理に関する戦略的アプローチ

（SAICM）に沿って、国際的な観点に立った化学物質管理に取り組みます。先進

国としての責任を踏まえながら、国際協調に基づく環境リスクの評価、化学物質

の適正な管理や地球規模での環境リスクの低減対策に貢献します。化学物質管理

のための国際的な枠組・国際標準の構築に向け、我が国の経験と技術を踏まえた

積極的な情報発信、国際共同作業、開発途上国への技術支援を進めます。 

 

 第１回化学物質環境対策小委員会では、上記について以下の意見があった。 

 

○ 化学物質対策の全体像を示した上での議論が必要である。法の上位規範や理念

を念頭に置いた上で、化学物質審査規制法及び化学物質排出把握管理促進法の

位置づけを考えていく必要がある 
 
○ 化学物質のライフステージ全体を俯瞰した、化学物質管理マスタープラン（例

えば、２０２０年を目標年度としたゴールと、その下での各省庁のアクション

プラン）の作成が必要である。 
 
○ 化学物質管理マスタープランには以下の視点が必要である。 

・ サプライチェーン全体（川上、川中、川下）までの情報伝達 
・ 廃棄物・リサイクル関係者も利害関係者とした含めた化学物質管理 
・ 化学物質のリスク情報の整備 
・ 誰にでも使えるわかりやすい情報の発信と政策との有機的な連動 
・ 個別の化学物質や製品ごとの自主的取組、規制的手法、経済的手法などの

政策手法の柔軟な組み合わせ 
・ 中小企業への考慮 

 
○ 化学物質の情報や認識のギャップの防止には、化学物質管理の縦割りの排除が

必要である。 
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○ ライフサイクル全体を管理するシステムの構築、既存化学物質の審査制度の確

立、予防原則・代替原則の確立、国民参加の保障が必要である。 
 
○ 規制的手法、枠組み規制手法、経済的手法、情報的手法、自主管理手法を適切

に組み合わせて、効果的な管理を行う必要がある。 

 

○ 化学物質管理にリスクアプローチを採用する場合、事業者のリスク評価の義務

付けと、国の第三者機関による評価、予防原則の適用、高懸念物質のリスクに

着目した評価の実施、複合暴露、複合影響を勘案した評価・管理体制の構築、

国民参加の保障に留意する必要がある。 

 

○ 国際社会に向けたジャパンモデルの提示が必要である。 
（例） ・ 我が国の化学物質管理の経験の発信 

・ 政策関連ツール（法律、ガイドライン、データベース）と個別企業

の取組の発信 
・ アジア地域での連携強化のため、ハード面ではなくソフト面での支

援のあり方の検討 
・ 日本企業向けの東南アジア各国の化学物質関連法令のデータベース

の整備と関係国でのマルチステークホルダー・ダイアローグの設定 
 
○ 国際協調を進めると我が国の施策と矛盾するところが出てくる可能性がある。

何をもって安全とするか議論する必要がある。 
 

Ⅱ．重点的取組事項 

 

＜環境基本計画における記述＞ 

４ 重点的取組事項 

（１）各主体に期待される役割 

主体毎に次のような役割が期待されます。 

ア 事業者 

化学物質の製造、輸入、販売、使用、廃棄等を行う際に、関係法令を遵守するだけ

でなく、自主的な化学物質の環境リスクの評価・管理、情報提供、地域住民との対話

等に取り組むことが期待されます。特に、化学物質や製品を安全に使用するために必

要な健康及び環境への影響などに関する情報が、関係者に入手可能となるよう、積極

的に取り組むことが期待されます。 
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イ 国民 

化学物質の環境リスクに関する的確な情報の入手と理解に努め、自らの生活で使用

する化学物質に関する環境への負荷の低減に取り組むことが期待されます。 

ウ 国及び地方公共団体 

人材育成、社会資本整備や各種の支援策を通じて事業者・国民の取組の基盤を整備

するとともに、環境リスク低減のための制度の構築・運用に取り組みます。 

（２）科学的な環境リスク評価の推進           （→Ⅱ（１）参照） 

（３）効果的・効率的なリスク管理の推進         （→Ⅱ（２）参照）   

（４）リスクコミュニケーションの推進          （→Ⅱ（３）参照） 

（５）国際的な協調の下での国際的責務の履行と積極的対応 （→Ⅱ（４）参照） 

 

５ 取組推進に向けた指標及び具体的な目標  

いくつかの有害化学物質については、環境基準や、環境保全の上で参考となる指針

値が設定されています。これらの基準・指針値の達成は、化学物質による環境汚染を

防止する上で基礎的な目標です。本計画でも、例えば大気環境と水環境の両方で環境

基準・指針値が設定されている物質に着目し、これらすべてに係る達成状況を指標の

一つとして各種取組の進行管理を図ります。 

また、化学物質の有害性情報の収集及びリスク評価の実施は、情報の収集・評価済

み物質数等で取組の進捗状況を測ることができます。既存化学物質については、安全

性点検実施状況を把握して、取組の進行管理を図ります。 

リスク評価については、製造・使用・廃棄の流れの把握を含め、リスク評価の取組

が進行し、又は終了している物質数を取組の進捗を測る指標として活用します。 

さらに、PRTR（Pollutant Release and Transfer Register：化学物質排出移動量

登録）データ等を用いた化学物質の環境への排出状況は、環境リスク低減のための指

標として有意義に活用することができます。現状では、PRTR 制度によりすべての排

出源からの排出量や排出経路が正確に把握できているとは言えない状況にあり、また

多種類の物質の排出量を総合化する手法等、指標化の手法も確立されていません。

PRTR 対象物質のうち、環境基準・指針値が設定されている物質等の環境への排出量

を指標とするとともに、今後、PRTR データ等を用いた排出インベントリの構築及び

総合的な政策指標の検討に取り組みます。 

 

（１）科学的な環境リスク評価の推進 

 

＜環境基本計画における記述＞ 

平成20 年（2008 年）の目標年度に向けて、既存化学物質の安全性情報を収集・発



 6

信する官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム（通称JAPAN チャレン

ジプログラム）を推進します。平成20 年4 月以降に進捗状況及び成果を踏まえ、同

プログラムの中間評価を行います。また持続可能な開発に関する世界首脳会議におけ

る目標を踏まえ、平成32 年（2020 年）までに有害化学物質によるリスクの最小化を

図るべく、構造活性相関等の簡易・迅速な化学物質の安全性評価手法を開発し、人の

健康及び生態系に与える影響について科学的知見に基づき評価を行い、適切な管理を

促進します。 

規制や事業者による自主管理等の対策の有効性評価に資するため、大気、水質、底

質、土壌及び生物のモニタリングを進めます。その際、代表的な地点での測定による

スクリーニングから、一般環境や発生源周辺等の濃度分布を経時的に把握するための

環境監視等、多段階のモニタリングを必要に応じて計画的に進めます。また、個人情

報の保護、試料提供に係る倫理面等に十分配慮しながら、生体試料中の化学物質残留

状況を調査します。遡及的な環境分析ができるよう、試料の長期保存を進めます。 

ばく露の把握に必要な製造量、使用量、用途等に関する情報は、現状では一部の物

質について収集されているのみですが、ばく露量が多いと見込まれる物質の環境リス

ク評価に必要な情報を把握することができる方策を検討します。化学物質の製造・使

用から、リサイクル、廃棄後の環境への排出、土壌や底質への蓄積も含め、人や動植

物へのばく露を引き起こす過程（ばく露シナリオ）に応じたばく露量の推計手法を整

備し、上記の環境モニタリング結果と合わせて、ばく露評価を進めます。重要な環境

への排出源、排出経路が見落とされないよう、2020 年までに、主要な化学物質の製

造・輸入から使用・消費・廃棄に至るまでのトータルな流れを把握します。 

有害性及びばく露に関する情報を、秘密情報の保護に留意しながら関係者間で幅広

く共有し、環境リスクの評価に役立てます。環境リスク評価は、不確実な部分も念頭

においたスクリーニング評価に始まり、必要に応じ、リスク管理を視野に入れつつ詳

細なリスク評価を行います。 

リスク評価を進めるための手法の開発を行います。まず、化学物質による生態系へ

の影響について、水域のみならず、陸域等も含めた生態系の望ましい保全の在り方に

ついて検討を進め、天然由来の化学物質も考慮して、評価方法を開発します。また、

生態系への影響を早期に発見するため、野生生物の観察等の取組を進めます。 

化学物質による人の健康への影響について、評価手法が確立していない免疫系や神

経系への影響、内分泌かく乱作用を通じた影響等の様々な有害性を評価するための手

法の開発を進めます。また、複数の化学物質による低濃度ばく露の総合的な影響、同

一化学物質の多媒体経由のばく露による影響、妊婦や胎児等の感受性の高い集団への

影響、発生源周辺等のばく露量の高い集団への影響等、評価手法が確立していない分

野について、評価手法の開発のための研究を進めます。中長期的には、評価手法が確
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立した分野についての評価をリスク評価・管理に統合します。 

現在の有害性評価手法・測定技術では十分把握できないリスクを特定し解明するため

の調査研究、トキシコゲノミクス（化学物質による遺伝子レベルでの毒性発現メカニ

ズムの解明や毒性予測を行う方法）等の新たな手法を用いた効率的な有害性評価手法

の開発を推進します。 

 

第１回化学物質環境対策小委員会では、上記について以下の意見があった。 

 

○化学物質のリスク評価の情報が無く、不安を感じている国民がいる。化学物質

のリスクを明らかにしていくことが重要である。 
 

○ 既存化学物質の情報収集が体系的に行われていない。Japan チャレンジプロ

グラムでスポンサー企業がつかなかった化学物質についての取扱いを検討す

べきである。その際、既に情報収集に手を挙げたスポンサーとの公平性に配慮

しつつ、基本ルールを決める必要がある。 
 
○ リスク評価・管理のために収集する情報は、国際的な観点からＧＨＳ（化学品

の分類及び表示に関する世界調和システム）やＯＥＣＤガイドラインに準拠し

たものとすべきである。 
 
○ 安全性試験の対象範囲は、化学物質の生産量や用途に応じて異なることとすべ

きである。安全性試験は、生産量に応じて課すべきである。 
 
○ 毒性データの他に、生産量や用途に関しても国に届け出る制度とすべきである。 

 
○ 届出データについては、原則公開とすべきである。 

 

○ 子供などのハイリスクグループや、生態系に留意する必要がある。 

 

○ 化学物質過敏症などの知見を確立するための調査・研究の推進が必要である。 

 

○ 人健康影響のハザードを評価できる人材が少ない。リスク評価のための人材育

成が重要である。 
 
○ ナノ粒子の影響については、既存化学物質の中にも不明な点が多い。今後の研
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究次第では、化学物質審査規制法の評価項目を変える必要が出てくるかもしれ

ない。製品が市場に出る前に、技術の安全性や社会経済的合理性について、総

合的な評価制度を確立する必要がある。 
 

（２）効果的・効率的なリスク管理の推進 

 

＜環境基本計画における記述＞ 

既存の排出規制や製造・使用規制等の法制度を確実に履行し、環境基準や指針値が

設定されている物質については、発生源周辺の居住地域も含めてそれらが維持・達成

されることを目指すとともに、最新の科学的知見の収集に努め、必要に応じ基準・指

針値の見直しを行います。残留性有機汚染物質等、重大なリスクが懸念される物質に

ついては、環境負荷の低減のため、利用可能な最良の技術（BAT：Best Available 

Techniques）又は環境のための最良の慣行（BEP：Best Environmental Practices）

を用いた対策を推進します。大気、水、土壌等の異なる環境媒体への排出を総合的に

削減するための取組について検討します。また、排出規制、化学物質の種類毎に行わ

れる製造・使用管理等の異なる制度間で、情報の共用等の連携を強化します。科学的

根拠に基づき、必要に応じ、有害性が類似した物質について包括的な排出削減等の対

策を講ずるアプローチの導入を目指します。 

国内外のリスク評価の結果等、入手可能な情報を最大限活用し、人の健康や生態系

に悪影響を及ぼすおそれのある物質について、製造、使用、排出の制限や自主管理、

公的主体による社会資本整備等、多様な手法を駆使したベストミックスによる対策を

推進します。その際、化学物質のライフサイクルにわたる環境リスクの低減や予防的

取組方法の観点に立つとともに、代替物質の環境リスクも考慮し、様々なばく露・影

響の可能性に配慮した総合的な対策を講じます。例えば、閉鎖系で使用され通常は環

境への排出がない物質、製造工程で使用され工場から排出される物質、開放系で使用

される物質等ではばく露の状況は大きく異なるため、物質の使用方法等に応じた環境

リスク管理を進めます。 

有害化学物質の使用・排出抑制、より安全な代替物質への転換等の事業者の自主的

な取組を支援します。このため、取組の参考となる指針の策定、先進的な取組を促進

するための環境整備、情報公開・提供による消費・投資行動の誘導等、社会的なイン

センティブを付与するための方策を導入します。 

ダイオキシン類等の残留性有機汚染物質、水銀等の有害な重金属、各種の発がん物

質等、特に懸念すべき物質については、国民の健康の保護だけでなく、地球規模での

汚染の低減に資する観点も含め、できる限り環境への排出を抑制します。 

過去に製造された有害化学物質や、汚染された土壌等の負の遺産については、汚染
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者負担の原則を踏まえつつ、土壌汚染対策法等の関係法令による適正な処理等の対応

を進めていきます。特に、ダイオキシン類による土壌汚染については、発生源対策が

進展した現在も、なお汚染の判明する箇所があることから、早急かつ的確な対策の実

施を推進していきます。また、負の遺産を処理するためには大きな費用が必要となる

ことから、土壌汚染対策基金の活用等により、費用負担がネックとならないようにし

つつ、対策を推進していきます。 

 

第１回化学物質環境対策小委員会では、上記について以下の意見があった。 

 

○ 欧州の REACH 規則に、どのように対応していくかは重要である。特に、予

防的アプローチの観点からどうするかを検討する必要がある。 
 
○ サプライチェーン内での安全性情報の伝達の強化、消費者に対する表示が課題

である。化学物質排出把握管理促進法だけではなく、化学物質審査規制法との

関連を踏まえて検討することが必要である。 
 

○ 工場などのサイト情報に比べて、製品情報が少ない。製品中の化学物質の情報

は、ミクロ的には使用者に提供されて活用されるものであるが、マクロ的にも

化学物質の流れを把握するために重要である。 
 
○ 化学物質の上市後の管理は、総合的管理システムの下で、領域別・用途別に規

制を実施すべきである。 

 

○ 排出・移動量を見る時に、単に合計量だけではなく、毒性レベルの総量として

どれ位減っているか見ることも必要である。 
 
○ たくさんある化学物質をどう管理するのかを考える必要がある。化学物質の有

害性のレベルを、単に有無ではなく、段階的に示し、それに対応した管理のメ

ニューを、複数用意する必要がある。 
 

○ 化学物質審査規制法では分解性、蓄積性を重視しているため、毒性が不明のも

のが増えているが、むしろ毒性が無いことが明らかな物質の製造・使用が推進

されるべきである。 
 
○ 毒性が強い物質については、ばく露経路について柔軟に対応できる仕組みを考
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えるべきである。 
 
○ 濃縮性については、バイオコンセントレーション（生物濃縮）に重点を置いて

いるが、今後、バイオアキュームレーション（生物蓄積）についても考慮する

ことが重要である2。 

 
○ リスクベネフィット（リスク便益）について科学的な観点からの議論が重要で

ある。 
 
○ リスク管理において、ばく露コントロールの可能性を過信するのは危険であ

る。ハザードが大きい場合にはリスクベースの管理だけではない対応が必要

である。 
 

○ 法改正や制度改正については、適切な準備期間が必要である。短い準備期間の

場合には、特に中小企業は対応不可能である。また同趣旨の法改正であれば、

五月雨式でなく、時期を統一してほしい。 
 
（３）リスクコミュニケーションの推進 

 

＜環境基本計画における記述＞ 

環境リスクに関する情報に対する国民の理解と信頼を向上させる観点から、企業等

は、自主的に環境についての活動の成果を公表し、社会との対話を実施しているレス

ポンシブル・ケア等の取組をさらに進める必要があります。これに加えて、化学物質

の有害性や製造、使用、排出等の情報が、秘密情報の保護に配慮しながら最大限入手

可能なものとなり、第三者による情報の評価や双方向のリスクコミュニケーションが

行われるよう支援します。このために、情報提供のための指針の作成、データベース

の構築、人材の育成、リスクコミュニケーションの場の提供、国民が知りたい疑問に

適切に対応するための必要な研究者を含むネットワークの構築等の取組を進めます。 

個々の消費者が商品の選択、使用、廃棄等において、化学物質による環境リスクの

低減に役立つ取組を行うことができるよう、商品における化学物質の使用、有害性、

環境への配慮についての情報を、表示やデータベースを通じての提供等により、わか

りやすい形で入手可能なものとなるよう、条件整備を進めます。 

                                                  
2生物濃縮は水中の化学物質が食物以外の経路から生物に取り込まれるケース、生物蓄積は化学

物質が水中から直接又は餌の摂取を通じて生物にとりこまれるケースをいう。 
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国民が、消費者として、また地域住民として、化学物質の環境リスクに関する情報や

対話の場をさらに活用できるようになることを目指し、環境教育を推進します。 

 

第１回化学物質環境対策小委員会では、上記について以下の意見があった。 

 
○ 個々の化学物質がどの段階でどのように管理されているのか示すことで、国民

の不安を解消し、安全・安心を得ることができる。 
 
○国民の不安の払拭には、全体像を知らせることが大切である。現在どこまでわ

かっていて、どこがわかっていないかを明確にすることが大事である。 
 

○ 国民参加・リスクコミュニケーションのための制度的な枠組みが必要である。

その際、個々の場面に応じて、必要とされる国民参加・リスクコミュニケーショ

ンのあり方を検討する必要がある。 

（例）・具体的な政策決定や政策評価 

国民参加の制度的な規定が必要 

・国民からの意見の提出 

支援のためのリスクコミュニケーションが必要 

・自主的取組、柔軟な政策 

国民の監視・評価とその意見の反映が必要 

企業の社会的責任（ＣＳＲ）の一環としてのリスクコミュニケー

ションの確立が必要 

      マルチステークホールダーダイアローグが必要 

 

○ 情報公開については、目的、効果を明確にした上で議論すべきである 
 

○「分かりやすい情報」という言葉が一番分かりにくい。網羅性、正確性、一覧

性、定量的なもの、誰でも理解できるもの、成果に結びつくものなど、人によ

って認識が異なる。このため、言葉の定義を議論する必要がある。 
 

（４）国際的な協調の下での国際的責務の履行と積極的対応 

 

＜環境基本計画における記述＞ 

東アジア地域をはじめとする諸外国において化学物質が適正に管理されるように

なることは、長距離移動や不適正な輸入を通じた有害化学物質の流入を防ぐ観点から、
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我が国における環境保全にも資することを踏まえ、開発途上国を中心とした国際協

力・国際協調の取組を進めます。具体的には、我が国における環境モニタリング等の

経験と技術をいかし、東アジア地域の国々と共同して、広範囲の環境中での化学物質

の状況を把握するためのモニタリング、コンピュータモデルによる予測等の国際的な

協調を進めます。また、ダイオキシン類の大幅な削減等の経験と技術をいかし、東ア

ジア地域の国々への技術支援等を通じて、国際的な環境リスクの削減を図ります。我

が国における化学物質管理の経験と技術をいかし、開発途上国における化学物質管理

システム構築への技術的支援を進めます。 

化学物質は様々な国で製造・使用されるため、一国の規制・対策が貿易を通じて他

国にも影響を及ぼすことを踏まえ、化学物質の評価・管理手法の国際的な調和に向け

て貢献します。その際、環境リスクの低減を基本とした我が国の規制・対策の経験が

いかせるよう、我が国からの積極的な情報発信を進めます。また、我が国の規制・対

策の見直しに当たっては、各国の規制・対策の体系・内容と比較するとともに、国際

機関の動向を踏まえ、参考となる点は必要に応じて取り入れます。 

有害性情報の収集、リスク評価、試験法の開発等に関する国際的なプログラムに対

し、重要なプロジェクトの主導や国際会議の開催等により積極的に貢献しつつ、国際

分担による作業を進めます。残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約等の国

際条約を着実に履行するとともに、国際的なモニタリングの主導、対象物質の追加の

提案等、条約に基づく活動に積極的に取り組みます。地球規模での有害金属対策等の

分野で、我が国の経験をいかし、国際的な化学物質管理の枠組みづくりに寄与します。 

また、化学品の分類及び表示に関する世界調和システムの2008 年の実施に向けた取

組を進めます。 

 

第１回化学物質環境対策小委員会では、上記について以下の意見があった。 

  
○ 我が国でのＧＨＳの適用は、労働安全衛生法上の特定の化学物質のみとなって

いる。環境・消費者分野も統合した総括的なＧＨＳ制度を確立し、広く表示と

ＭＳＤＳの交付を義務付ける必要がある。なお当面は、ＭＳＤＳ文書の作成に

おいて、ＧＨＳの危険有害性区分に対応したＭＳＤＳ文書の交付と、絵表示の

義務付けが必要である。 
 
○ 国内の規制を強化しても海外から輸入される成形品については無防備である。

規制の実効性を高めるためには、国際協調を進め、整合性を確保すべきである。 
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合同会合の検討課題及び検討スケジュール 

 

 

  特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律（以下

「法律」という）附則第３条において、政府は、法律施行後７年を経過した場合に

おいて、法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を

講じるものとされており、本合同会合においては、係る検討及び措置に関する審議

を行う。 

 今後の審議においては、法律を構成する、①PRTR 制度、②MSDS 制度、③事業者に

よる化学物質の自主的な管理の改善等の要素毎に、逐次、施行状況の評価、課題の

整理、措置の検討を行う。その後、平成 19 年夏頃を目処に合同会合の中間取りまと

めを行う。審議に当たっては、事務局や各委員を通じて各層の意見を集め、また、

合同会合の中間取りまとめに当たってはパブリックコメントを行うなど、幅広く関

係者の意見を聴取し、議論に反映させる。 

各回における検討事項は、概ね以下によることとする。なお、合同会合の中間取

りまとめ以降の進め方については、今後の審議を踏まえて決定する。 

 

●第１回合同会合（今回） 

  （１）化学物質排出把握管理促進法の見直しについて 

     ・法施行の状況とその評価 

・検討課題の整理 

 

●第２回合同会合（平成 19 年３月 13 日開催予定） 

  （１）平成 17 年度 PRTR データの概要について 

（２）PRTR 制度の課題と今後の方向性について 

・PRTR データの活用策について 

・PRTR データの提供方法について  

・地方公共団体の役割について 

      

●第３回合同会合 

  （１）PRTR 制度の課題と今後の方向性について 

・届出事項について 

・未届出事業者への指導対策について 

・対象物質と対象事業者の要件について 

・排出量把握手法及び届出外排出量の推計手法について 

   

●第４回合同会合 

  （１）化学物質の自主管理に関する課題と今後の方向性について 

・自主的な化学物質管理の在り方について 

・事業者によるリスクの把握について 

・より安全な物質への代替について 

  別添２ 
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・化学物質の自主管理に関する地方公共団体の役割について 

  （２）リスクコミュニケーション及び人材育成に関する課題と今後の方向性に

ついて 

 

●第５回合同会合 

  （１）MSDS 制度の課題と今後の方向性について 

     ・情報伝達の在り方について 

・国際調和の推進 

  （２）中間取りまとめ骨子（案）について 

   

●第６回合同会合 

  （１）中間取りまとめについて 

 

（必要に応じ第７回合同会合を開催）   



化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の施行状況について

平成１９年２月１６日

環境保健部化学物質審査室

１．化学物質審査小委員会における審議状況

前回環境保健部会での報告以降（平成18年12月～平成19年１月）開催された

（ 「 」 。） 、化学物質審査小委員会 以下 審査小委員会 という における審議状況は

以下のとおり。

(1)新規化学物質

第63,64回審査小委員会において、延べ47件について審査を行った。

①通常審査の状況

・分解性、蓄積性、人への毒性及び動植物への毒性に係る試験結果が添

付された届出１件に対して審査を実施。

・高分子化合物については、安定性試験等をもとに24件の審査を実施。

・良分解性化合物については、分解度試験をもとに４件の審査を実施。

②低生産量新規化学物質の特例審査の状況

・難分解性であるが、高蓄積性でないと判定された物質については、毒

性が不明であっても、製造・輸入数量の国内総量が10トン以下である

こと等について３大臣（環境大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣）

の確認を受けることにより、製造・輸入が可能。これについて18件の

審査を実施。

(2)既存化学物質

第63回審査小委員会において、計26物質について審議を行った （生態影。

響の観点からは、うち７物質について審議を実施 ）。

表．化学物質審査小委員会における平成18年４月～平成19年１月の審議物質数

第55回 第56回 第57回 第58回 第59回

H18.4.21 H18.5.26 H18.6.23 H18.7.4 H18.7.21

30 23 50 1 85審議物質数

(30) (23) (50) (0) (35)(新規化学物質)

－ － － (1) (50)(既存化学物質)

第60回 第61回 第62回 第63回 第64回

H18.9.22 H18.10.27 H18.11.24 H18.12.22 H19.1.19

41 70 30 55 18審議物質数

(41) (48) (30) (29) (18)(新規化学物質)

－ (22) － (26) －(既存化学物質)



参考．化学物質審査小委員会における審議物質数（平成16年度以降）

H16年度 H17年度 H18年度

( )H19年1月まで

412 432 403審議物質数

(338) (318) (304)(新規化学物質)

(74) (114) (99)(既存化学物質)

２．中間物等の特例に係る事前確認の状況

予定されている取扱いの方法等からみてその新規化学物質による環境の汚染

が生ずるおそれがないものとして政令で定める場合（中間物、閉鎖系等用途、

輸出専用品）は、３大臣の事前確認を受けることにより、審議会（審査小委員

会）における毒性等の審査を受けることなく製造・輸入が可能となる。

平成18年度（平成19年1月末日まで）には142件の事前確認を実施した。

３．規制対象物質の指定状況

規制対象物質の種類 指定物質数 規制等の措置内容

製造・輸入の許可制、第一種特定化学物質 15
(難分解性 高蓄積性 人又は高次捕食動物への長期毒性あり) 使用の制限（事実上の、 、 （ 0）

禁止）等

製造・輸入量の制限等第二種特定化学物質 23
（ 0）(難分解性、人又は生活環境動植物への長期毒性あり、環境中

に相当程度残留)

製造・輸入量の実績の第一種監視化学物質 28
(難分解性 高蓄積性 人又は高次捕食動物への長期毒性不明) 届出等、 、 （ 3）

第二種監視化学物質 859
（ 0）(難分解性、人への長期毒性の疑いあり)

第三種監視化学物質 51
（ 0）(難分解性、生態毒性あり)

（ ） 、 。注 指定物質数欄中のかっこ内は 前回環境保健部会以降に指定された物質数を表す



 

化学物質をめぐる国際潮流に関するシンポジウムの開催及び 

ＲＥＡＣＨへの対応に関する事業者アンケートの実施について 

 

平 成 １ ９ 年 ２ 月 １ ６ 日 

環境保健部化学物質審査室 

 

１．シンポジウム開催の趣旨 

昨年 12 月、欧州では化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則（ＲＥＡＣＨ
リ ー チ

：

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals）が成立し

た。ＲＥＡＣＨは、既存化学物質・新規化学物質という従来の規制の枠組みを越えた新

たな登録等の制度を始め、リスクの観点からの化学物質管理の推進、事業者へのリスク

評価の義務づけ、流通経路を通じた情報伝達、製品中に含まれる化学物質対策といった

新しい考え方が盛り込まれている。このため、我が国でも化学業界のみならず化学物質

を利用するさまざまな業種の企業において対応が求められているほか、化学物質管理の

新たな方向性を示すものとしてＮＧＯ／ＮＰＯ等からもその動向が注目されている。 

このほか、カナダでは昨年 12 月に新たな化学物質管理計画が公表され、アメリカでは

昨年８月に環境保護庁（ＥＰＡ）により米国高生産量チャレンジプログラムのスポンサ

ーなし化学物質の製造・輸入事業者に対し、安全性情報の報告が義務づけられた。さら

に、韓国では昨年１月に改正有害化学物質管理法が施行され、中国でも欧州の法制度を

意識した化学物質管理制度の制定及び施行に向けた準備が進みつつある等、化学物質を

めぐる国際潮流は絶えず変化している。 

一方、国内に目を転じると、昨年４月に閣議決定された第三次環境基本計画では、化

学物質の環境リスクの低減に向けた取組を重点分野政策プログラムの一つに位置づけ、

中長期的な目標及び施策の基本的方向を設定した上で、①科学的な環境リスク評価の推

進、②効果的・効率的なリスク管理の推進、③リスクコミュニケーションの推進、④国

際的な協調の下での国際的責務の履行と積極的対応、を重点取組事項に定めている。ま

た、本年には化学物質排出把握管理促進法が、平成 21 年には化学物質審査規制法が、そ

れぞれ法定見直しの時期を迎えることとなっており、我が国の今後の化学物質環境対策

の在り方についての検討が始まっているところである。 

このような背景を踏まえ、環境省は、海外の化学物質管理に関する最新動向について

関係各主体の理解を深めるとともに、今後の我が国の化学物質管理の在り方について考

える機会を提供することを目的に、以下のとおり東京と横浜において国際シンポジウム

を開催することとした。 

 



 

２．シンポジウムの概要 

名称：化学物質をめぐる国際潮流に関するシンポジウム（全２回。参加費無料。同時通訳

つき。） 

※多数の応募があり２回とも定員に達したため、参加申込みの受付は終了。 

※最新情報は随時ウェブサイト（http://www.env.go.jp/chemi/reach/index.html）に掲載。   

 

■第１回 欧州ＲＥＡＣＨと我が国の対応（主催：環境省） 

 

（１）日時：平成 19 年３月２日（金）13:30～17:00（12:30 より入場受付） 

（２）場所：科学技術館サイエンスホール（定員：最大 410 名） 

東京都千代田区北の丸公園２－１（九段下駅又は竹橋駅より徒歩７分） 

（３）プログラム（スケジュールの詳細は変更があり得る。） 

 

13:30～13:40 開会挨拶（環境省） 

13:40～14:10 欧米及び我が国における化学物質審査規制制度の概要（環境省） 

14:10～15:30 欧州ＲＥＡＣＨの概要と今後の展望（※20 分程度の質疑応答時間を含む。）

 Ms. Cristina de Avila（欧州委員会 環境総局化学物質課） 

15:30～15:45 休憩 

15:45～16:00 国内事業者のＲＥＡＣＨへの対応に関するアンケート結果報告（環境省） 

16:00～17:00 パネルディスカッション「欧州ＲＥＡＣＨと我が国の対応」 

コーディネーター：織 朱實（関東学院大学法学部助教授） 

パネリスト：Ms. Cristina de Avila 

浅田 聡（トヨタ自動車（株）ＣＳＲ・環境部担当部長） 

市川芳明（（株）日立製作所環境本部環境政策センタ担当部長）

奥村 彰（住友化学（株）レスポンシブルケア室主幹） 

片岡 功（（株）村田製作所市場渉外部調査役） 

中下裕子（Ｔウォッチ／ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議）

森下 哲（環境省化学物質審査室長） 

 



■第２回 諸外国における化学物質管理の最新動向 

 （主催：環境省・財団法人地球環境戦略研究機関（ＩＧＥＳ）） 

 

（１）日時：平成 19 年３月 30 日（金）9:30～16:30（8:45 より入場受付） 

（２）場所：パシフィコ横浜アネックスホール（定員：最大 696 名） 

神奈川県横浜市西区みなとみらい１－１－１（みなとみらい駅より徒歩３分） 

（３）プログラム（講演内容及びスケジュールの詳細は変更があり得る。） 

 

 9:30～ 9:40 開会挨拶（環境省） 

9:40～10:40 アメリカにおける化学物質管理について 

Mr. Charles M. Auer（アメリカ 環境保護庁 汚染防止・有害物質局長） 

10:40～11:40 カナダにおける化学物質管理について 

Ms. Patricia Hoes（カナダ健康省ホリゾンタル・インターナショナル・

プログラム課長） 

11:40～12:40 欧州における化学物質管理について 

Mr. Wolfgang Hehn（欧州委員会 産業総局化学品課） 

12:40～13:40 休憩 

13:40～14:00 国内事業者のＲＥＡＣＨへの対応に関するアンケート結果報告（環境省） 

14:00～15:00 中国における化学物質管理について 

中国 国家環境保護総局担当官※ 

15:00～16:00 韓国における化学物質管理について 

韓国 環境部担当官※ 

16:00～16:20 北東アジアにおける化学物質管理についての動向（ＩＧＥＳ） 

16:20～16:30 閉会挨拶（ＩＧＥＳ） 

海外からの講演にはそれぞれ15分程度の質疑応答時間を含む。※中国及び韓国については調整中。 

 

■ 昨年 12 月に開催された第８回日中韓三カ国環境大臣会合（ＴＥＭＭ）での合意文書に

基づき、日中韓の事務レベル会合（非公開）を本シンポジウムに合わせて開催し、化学

物質管理政策に係る情報交換についての作業に着手することとしている。 

 

（参考）第８回ＴＥＭＭ共同コミュニケ パラ１２より抜粋 

12．・・（前略）・・The Ministers also concurred that three countries will make full use of 

the existent TEMM source such as TEMM website to help promote information exchange on 

policies and regulations on chemicals management in order to ensure the protection of human 

health and the environment in an efficient way. To this end, the Ministers suggested taking 

chance of international meetings to start information exchange at working level. 
 

（仮訳）・・・また、三大臣は、人の健康と環境の保全を効果的に進めるため、TEMM ウェブサイト

などの TEMM の枠組みを最大限活用して、化学物質管理に関する政策や規制に関する情報交換を

推進することに合意した。このため、三大臣は、国際的な会議を利用し、事務レベルで情報交換

を始めることを提案した。 



 

３．ＲＥＡＣＨへの対応に関する事業者アンケートの実施 

環境省では現在、日本国内の製造・流通事業者の方々を対象として、ＲＥＡＣＨへの対

応状況及び対応を進める際の課題について明らかにすることを目的とした「欧州ＲＥＡＣ

Ｈを踏まえた対応等に関するアンケート」を実施中（本日回答締切り）。 

アンケート結果の一部は「化学物質をめぐる国際潮流に関するシンポジウム」や環境省

ウェブサイトにおいて紹介する予定。 

 

＜アンケートの概要＞ 

１．調査対象   

既存の事業者データベース等から無作為に抽出された約 800 社（製造事業者約 700 社

及び流通事業者約 100 社）に郵送にて調査票を送付。それ以外の事業者においても、社

団法人海外環境協力センターのウェブサイトから調査票をダウンロードすることにより

回答することが可能。 

 

２．調査票への回答者   

日本国内本社（海外に本社（親会社）がある場合は、日本支社（子会社））の化学物質管理部

署、環境管理部署、品質管理部署等ＲＥＡＣＨに関係が深いと思われる部署での回答を

依頼。 

 

３．調査票の構成  

調査票Ⅰ 回答事業者の属性   

調査票Ⅱ 欧州ＲＥＡＣＨへの理解 

調査票Ⅲ ＲＥＡＣＨへの対応と課題 

（サプライチェーンにおける立場によって異なる調査票を用意） 

調査票Ⅳ ＲＥＡＣＨに対する全般的な評価及び意見・要望、その他 


